
（様式 14：掲示様式）（第 59 条の２の２）  

 

医療法人  君歯会  あおいほいくえん  
施 設 の 所 在 地 〒 965-0825 会津若松市門田町大字黒岩字石高 117-7 

事業開始年月日 平成 31 年 4 月 1 日  

設   置   者   医療法人  君歯会（代表  理事長  君  賢司）   

管理者（施設長）  君  雅水  

提供する保育サービス 

 ◇開所時間  

  〇月曜日～土曜日     7 :00～18:00     延長保育 18 時以降  最大 19 時まで      

〇休  園    日・祝祭日・年末年始（12 月 31 日～1 月 3 日）  

◇月極定員  

 〇19 名（3 ヵ月～満 2 歳）  

◇保育内容・利用料金  

 〇月極預かり  20,000 円  ～  25,000 円  （0 歳児のみおむつ・お尻ふき込で 23,000 円～28,000 円  希望制）  

 〇延長保育  18 時以降 100 円  10 分ごとに 100 円加算  

※0・1・2 歳児非課税世帯は保育の無償化により自己負担は 0 円となります。  

 〇一時預かり   1 時間 700 円  （一日 8:30～17:00 3,000 円）  

 〇病児保育 1 日（8:00～18:00）  2 ,000 円  半日（8:00～13:00・1300～18:00）1,000 円  給食  300 円  おやつ 100 円  

◇保育従事者等の配置  

 〇当保育室は通常、次のような保育従事者を配置しております。  

月曜日～土曜日  8 :00～17:00 13 名（保育士 10 名   准看護師 3 名）  

7:00～8:00・17:00～18:00 2 名以上（保育士 2 名）（ *預かり状況によって人数と年齢に合わせた配置をしています。）  

 〇その他、栄養士 1 名・事務員 1 名・子育て支援員 2 名・保育補助１名を配置しています。  

◇設置者が過去に事業停止命令又は施設閉鎖命令を受けたか否かの別（受けたことがある場合にはその命令の内容、その命令を行った  

都道府県等名及びその命令を行った年月日を含む）              無・有  

施設の概要  

◇建物の構造    S 造  

◇主な設備  ・保育室（1 階 1 室）  16.43 ㎡     ・調理室（3 階 1 室）  6 .12 ㎡     ・乳児室（1 階 1 室）  18.21 ㎡   

           （2 階 2 室）  65.71 ㎡     ・病児保育室      24.65 ㎡         総延べ面積  327.93ｍ ２  

 緊急時等の対応等  

◇緊急時等における対応方法  

〇「あおいほいくえん緊急時等対応マニュアル」を定めています。  

◇提携する医療機関・所在地・提携内容  

〇当施設はいとう子どもクリニックときみ歯科口腔外科クリニックと提携しており、お子さまが急に発病した場合や、怪我を負った場合に  

お連れすることとしています。また、月極保育のお子さまに対してはいとう子どもクリニックの医師による年 2 回の定期健康診断を実施、 

きみ歯科口腔外科クリニックの医師による月１回の定期歯科検診を実施しています。  

【医療機関】  いとう子どもクリニック     〒965-0825 福島県会津若松市門田町大字黒岩字大坪 180 

         きみ歯科口腔外科クリニック   〒965-0825 福島県会津若松市門田町大字黒岩字石高 122-1 

◇利用者に対しての保険の種類・保険事故・保険金額  

保険の種類  賠償責任保険：あいおいニッセイ同和損保・独）日本スポーツ振興センター  

保険事故  

（内容）  

死亡 1500 万～3000 万  傷害：88 万～4000 万  

賠償責任：1 事故 3 億・1 名 3000 万円  

保険金額  賠償責任保険当園負担  /日本スポーツ振興センター自己負担 365 円  

◇非常災害対策  

〇「あおいほいくえん災害時対応マニュアル」を定めています。  

◇虐待の防止のための措置  

 〇「あおいほいくえん虐待防止マニュアル」を定めており、虐待に関する研修を受けています。  

当施設は児童福祉法第３５条の認可を受けていない保育施設（認可外保育施設）として、同法第５９条の２に基づき都道府県へ

の設置届出を義務付けられた施設です。  

※設置届出先  福島県（会津保健福祉事務所）  

（TEL  0242-29-5278   ）  
 

 

 


